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第１回八王子市総合教育会議次第 

 

１． 日  時    令和３年（2021年）６月２日（水） 

     

２． 場  所    議会棟４階第３・第４委員会室 

 

３． 議  題 

（１） 八王子市いじめ問題調査委員会（再調査）の答申を踏まえた今後の対

応について 

（２）あなたとつくるまち 八王子市の学校教育 基本原則について 

 

 八王子市総合教育会議 

    構成員（６名） 

八王子市長           石 森 孝 志 

八王子市教育委員会 教育長   安 間 英 潮 

八王子市教育委員会 教育委員  笠 原 麻 里 

八王子市教育委員会 教育委員  柴 田 彩千子 

八王子市教育委員会 教育委員  伊 東   哲 

八王子市教育委員会 教育委員  川 島 弘 嗣 

説明員 

未来デザイン室長  今 川 邦 洋

総 合 経 営 部 長  古 川 由美子 

子 ど も 家 庭 部 長  小 俣 勇 人 

学 校 教 育 部 長  小 柳  悟 

学校教育部指導担当部長   西 山 豪 一 

事務局 

総合経営部若者政策担当課長   小 俣 英 一 

学校教育部教育総務課長     渡 邊  聡 
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【午後１時３０分開会】 

○古川総合経営部長 定刻となりましたので只今から令和３年度第１回八王子市総合

教育会議を開催いたします。 

市長と教育長ほか、２名以上の教育委員の出席がございますので、八王子市総合教育

会議運営要綱第３条第１項の規定に基づき、本日の会議が成立することを確認いたし

ました。 

                                         

 

○古川総合経営部長 それでは会議に先立ちまして市長から御挨拶をお願いします。 

○石森市長 皆様、こんにちは。令和３年度、最初の総合教育会議となります。教育委

員の皆様には、教育委員会定例会に引き続いての御出席をいただき、ありがとうござい

ます。 

また、安間教育長には、４月から３期目の就任をお願いしたところです。今後も、本

市の教育行政の発展に向けて、御尽力を賜りますようお願いします。 

新型コロナウイルス感染症については、収束の目途が立っておらず、緊急事態宣言が

６月２０日まで、さらに延長となりました。本市におきましては、新型コロナウイルス

対策の切り札とされるワクチン接種を、全国に先駆けて４月１２日から開始をしてお

ります。その結果、現在のところ高齢者の５割が１回目の接種を終えて２回目の準備を

しているという状況です。 

このように、ある程度目途が立ってきたことから今月末から６４歳以下の市民の皆

様の接種を順次行っていきたいと思います。できるだけ早く希望される方全員にワク

チンの接種ができるように取り組み、安全安心で暮らしやすいまちにしていきたいと

思います。 

さて、本日は、５月１１日に提出されました重大事態に係る再調査の答申を踏まえた

今後の対応についてなどを議題としました。 

未来がある子どもが自ら命を絶つという大変痛ましい、あってはならない事態であ

り、心よりお悔やみ申しあげます。報告書の内容につきましては、教員の対応が不十分

であったという厳しい指摘を受けていますので、今後は教育委員会をはじめ各関係機

関や地域の皆様と連携しながら二度とこういった事態にならないような防止策の徹底

を進めていければと思います。 

本日限りある時間ではありますが、委員の皆様には忌憚のない意見をいただきたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○古川総合経営部長 ありがとうございました。 

続きまして教育長よろしくお願いいたします。 

○安間教育長  こんにちは、先ほど市長からお話がありましたとおり緊急事態宣言が

再延長されます。学校や図書館などにおいても感染防止の取組を今後も続けてまいり

ます。 

市長には教育委員会の事業につきまして、多大なる御理解と御支援をいただいてお

り、この場を借りて御礼申しあげます。 

今後も協議・調整の場として、この総合教育会議を通じて、より一層市長と教育委員

会との連携を深め八王子市の教育のさらなる充実に向けて五人一丸となって一層努力

していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

この総合教育会議の場で、先日示されたいじめ問題調査委員会答申を踏まえて、教育

委員会で協議をいたしました今後のいじめ対策について、協議調整をしてもらいます。 

この場をお借りしまして、御心配おかけしました市民の皆様方に、教育委員会の決意

と対応策を伝えさせていただく機会を公開の場でいただきましたことを心より感謝申

しあげます。本日はよろしくお願いいたします。 

                                         

 

○古川総合経営部長 ありがとうございました。申し遅れましたが、今回より司会を務

めさせていただきます、総合経営部長の古川由美子です。どうぞよろしくお願いします。 

それでは、まず資料の確認をさせていただきます。次第の下に、配付資料の１-１か

ら３-３までございます。その下に、「構成員・説明員名簿」も付けさせていただきまし

たので、御覧いただけますでしょうか。 

 

それでは協議・調整事項に入る前に、まず、私から、報告させていただきます。 

４月１日付の市の執行体制変更に伴いまして、お手元のファイルにある「八王子市総

合教育会議運営要綱」を改正しております。 

また、同日付で人事異動があり、説明員及び事務局に変更がございました。本来であ

れば、紹介するところではございますが、本日は、名簿をもって紹介に代えさせていた

だきます。 

なお、本日も、前回に引き続き、感染拡大防止対策として、説明員を最小限としてい

ます。名簿の説明員のうち、３番の財政部長、７番の学校施設整備担当部長、８番の生

涯学習スポーツ部長兼図書館部長は、出席しておりませんので、御了承いただければと
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思います。 

 続きまして、本日の署名委員を決めさせていただきます。構成員名簿の２番、安間教  

育長にお願いします。 

                                          

 

○古川総合経営部長  本日の協議・調整事項に入らせていただきます。 

協議・調整事項の１、「八王子市いじめ問題調査委員会（再調査）の答申を踏まえた

今後の対応について」です。 

まず、いじめ問題の再調査決定から答申が提出されるまでの経緯と、再調査報告書に

て示されました結論について、私より、説明いたします。 

はじめに、再調査決定から答申が提出されるまでの経緯です。 

市内中学校に在籍していた生徒の、平成３０年８月の自死事故に関しましては、令和

元年８月７日に八王子市教育委員会から市長へ、同委員会の附属機関であります八王

子市教育委員会いじめ問題対策委員会調査部会による調査結果の報告がありました。 

この報告を受け、総合教育会議において、調査部会からの８つの提言をもとに、再発

防止策について協議し、対応策を実施してきたところです。 

その後、令和元年１１月に御遺族の代理人弁護士より市長に対し、再調査を求める申

立書が提出されました。これを受け、本市では、市内中学校の生徒の尊い命が失われて

しまうという極めて深刻な事態と、御遺族からの申し立てに対し、専門的知見から確認

し、説明責任を果たしていく必要があるとの考えから再調査を行うことを決定しまし

た。 

令和２年４月より、市長の附属機関として設置した八王子市いじめ問題調査委員会

で再調査を実施しましたが、このたび、その再調査報告書がまとまり、５月１１日付で

提出され、同月１４日に公表しております。 

この報告の中には再発防止のための５つの提言があり、５月１１日付で、市長から教

育長に対しまして、再発防止のための必要な措置についての速やかな検討を求めてお

ります。 

以上が再調査の答申及び報告書提出までの経緯でございます。 

続いて、市長から調査委員会に諮問した３つの事項の結論について説明いたします。 

まず、諮問事項の１、いじめと当該生徒の自死との関連性については、「それのみが

自死の主な要因とは認められない」との結論でございました。 

次に、諮問事項の２、学校の対応と自死との関連性につきましては、いじめを合わせ
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た当該中学校の管理下の出来事が主な要因であるとの結論でございました。 

最後に、諮問事項の３、いじめの再発防止のための提言については、５つが示されて

おります。 

１つ目は、学校の「いじめ防止対策委員会」の実態調査を行うこと。 

２つ目は、いじめに関する教員研修の内容の見直しを行うこと。 

３つ目は、ネット上のいじめの調査・対応のあり方の周知を行うこと。 

４つ目は、長期不登校の生徒についての原因調査を行うこと。 

最後に５つ目は、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールロ

イヤーの配置、及び連携の強化等を行うことであります。 

本日の会議では、同様の「いじめの重大事態の再発防止」を目的とした法の趣旨を踏

まえ、答申で示された５つの提言をもとに、再発防止に向けた今後の取組について、協

議を行うことを案件としております。 

私からの説明は以上です。続きまして、教育委員会としての今後の対応について、教

育長より、お願いします。 

 

○安間教育長 先ずは、平成３０年９月１０日市立中学生のかけがえのない命が失われ

ました。改めて謹んで亡くなられた生徒さんに深く哀悼の意を表します。残された御家

族の皆様の心情を察し、心からお悔やみを申しあげます。 

また多くの市民、そして子どもたちにも影響を与えたことについて八王子市教育委

員会としてお詫びをしたいと思います。申し訳ございませんでした。 

教育委員会としましては、今回の再調査報告書の教育委員会としての受け止めにつ

いて、本日、意思決定を行いましたので、報告させていただきます。 

「今回の調査では新たな人間関係の事実や教員の非違行為が指摘されたわけではな

く、そもそもこの調査は民事刑事上の責任追及やその他訴訟等への対応を直接の目的

としているものではなく、いじめの事実の全容解明、当該いじめの事案への対処及び同

種の事案の再発防止が目的と承知している。事案発生以来、学校の対応の課題を認識し

教育委員会はさまざまな取組を行っているが更なる再発防止に向け全力で取り組んで

まいりたい。」以上が教育委員会としての受け止めでございます。 

今回の再調査はいじめを含め学校管理下の出来事が自死の主な要因であったと認め

られる。」といった指摘でありまして、教育委員会及び学校に対する問題点の指摘、再

発防止に向けた示唆をいただきました。 

そもそも集団生活を送る学校では、子ども同士のいさかいなどは日常的に発生して
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います。それに対して双方を呼んで互いに謝って一件落着という学校の対応には、きめ

細かな対応が不足していることを強く認識をしております。考えてみれば生身の人間

がそのやり取りだけで複雑な想いを完全に払拭することができないのは当たり前のこ

とであります。 

そして子どもたちが一人ひとり持ってしまったネガティブな思い出、それは一生心

に残るものです。改めて学校の責任の重さを痛感しています。私たちにとって、もっと

何かしてあげられることがあったという後悔と痛恨の極みであります。 

これまで本事案の発生した３年前から、直ちにできることがあれば取り組んでまい

りました。そして前回の調査報告書を頂いたのち、それを深く受け止め、改善を求めら

れた事項についてはすぐに対応してまいりました。今回再調査の報告書が出されたこ

とを踏まえ、これまでの取組について改善すべき点がないか、継続をして再検討すると

ともに取組の精度をさらに高めていきたいと考えています。第二、第三の我が子を出さ

ないでほしいという御家族の願いを真摯に受け止め、再発防止に向けた取組を実施す

ることを通して、八王子市の子どもたちのために全力を尽くしていく決意を新たにし

たところであります。 

今回の報告書で具体的な、我々が考えるべき対応については２点あると考えていま

す。まず一点目は学校の指導が形式的にならないようにする。 

２点目は保護者とともに、社会とつながって９年間を継続して子どもたちを見守っ

ていく。 

私はこのニ点が今回の提言で示される大きな教訓だろうととらえております。そし

て、今回の提言を受け、私たち教育委員会の根本的な役割は、教員が子どもと直接関わ

る職務に専念できる環境づくり、これは私たちにとって一番重要な課題だと認識して

います。 

この後、指導担当部長及び教育委員４人とともに立案いたしました今後の対応策に

ついて説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○古川総合経営部長 ありがとうございました。それでは続きまして指導担当部長、説

明をお願いいたします。 

 

○西山指導担当部長 それでは５月１９日及び本日午前中に開催された教育委員会定

例会にて協議し決定いたしました、いじめ問題調査委員会の方針を踏まえた今後の対

応について、説明させていただきます。 
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教育委員会定例会では再調査報告書に示された５つの提言を受けた取組とともに、

いじめ対策を中心的に担う教員の負担軽減や教職員が子どもと直接向き合う時間の確

保についても話し合われました。 

事務局としては資料を 3 種類作成し資料 1-1 では、提言に対する今後の取組の全体

像を、資料 1-2では学校を中心としたいじめ総合対策を、また資料 1-3ではいじめ総合

対策を効果的に実行するための校務改善策をそれぞれ整理いたしました。今回は主に

資料 1-1を中心に説明させていただきます。 

資料 1-1 一番左にあります５つの提言を御確認ください。提言１は学校いじめ対策

委員会の実態調査、提言２はいじめに関する教員研修の内容の見直し、提言３はネット

上のいじめの調査・対応のあり方の周知、提言４は長期不登校の生徒についての原因調

査、提言５はスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・スクールロイヤー

の配置及び連携の強化等です。 

一番上の提言１を御覧ください。提言１、学校いじめ対策委員会の実態調査につきま

しては、報告書では具体的に５点について示されています。 

一点目、いじめ防止対策を学校の校務の一つとし「校務分掌表」においても明記をす

ること、二点目、対策委員会は独立した常設の会議とすること、三点目、会議の議事録

を備えおくこと、四点目、議事録は定期的又は必要に応じて市教育委員会への報告資料

とすること、五点目、いじめ対策委員会が法の求める実態を備えているかどうかスクー

ルロイヤーの協力のもと実態調査を行うことです。 

これに対して、既に教育委員会として取り組んでいるものは一つ右の現状の欄に記

載しております。提言１については２つございます。 

いじめ対策委員会は明確に独立した常設の組織として運営するように通知をしてお

ります。また、学校いじめ防止基本方針については毎年度始めに改訂し、市教育委員会

へ提出すること及び学校ホームページに掲載することを指示しております。 

提言２から５に関しても、それぞれ示された具体的な提言について既に取り組んで

いるものを現状の欄に示しております。 

例えば提言２の中では３点ございます。一番上のいじめに関する悉皆研修をオンラ

イン配信で実施する。また、提言３に関しても、６年生を対象にしたメディアリテラシ

ー教育を全小学校で実施すること。提言４に関しましては４つございます。特に下から

２番目スクールソーシャルワーカーを６名から１０名へ増員する。提言５に関しても

スクールロイヤーを市で３名配置するなど、それぞれ既に取り組んでいるものもござ

います。 
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次の課題の欄では今回の提言で示された新たな課題と、これまでの取組の課題とを

分けて示しております。提言１については２つの課題があります。 

各校で議事録は既に作成するように指導しておりますが、統一した議事録が不在で

あること。また、いじめ対策委員会の開催頻度や方法が学校裁量で行われており、実施

モデルがないということです。これらを受けて一番右の今後の取組では教育委員会と

して進めていく取組を示しております。 

提言１に関しては３つございます。一点目、スクールロイヤーに協力を依頼し、各学

校のいじめ対策委員会が法に基づいた実態であるかを７月以降調査いたします。 

二点目、８月までにいじめ対策委員会の実施モデル案を作成し各学校に周知いたし

ます。 

三点目、同じく８月までに議事録の書式を作成し保存を徹底させるとともに毎月い

じめ対策委員会の実施報告を教育委員会に提出させます。 

提言２からは、それぞれポイントを絞って説明させていただきます。今後の取組案を

御覧ください。 

提言２については、教員の資質向上を図るための研修のあり方についてです。今後の

取組としては７月に全教員を対象にした研修をオンラインで開催します。各校では、全

教員が視聴後、校長による講話や各校で見直すことの確認など、視聴して終わりではな

く、各校でこの研修内容を必ず生かせるように指示してまいります。 

また、双方向性の研修については、各校で年間３回予定しているいじめ防止に関する

校内研修の１回にスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールロイ

ヤーがそれぞれ講師として具体的な事例を基に行えるように変更いたします。３年間

で各専門家による講習を受けられるようにします。すでに今年度からスクールロイヤ

ーを講師として研修を計画している学校がございますが、来年度以降、全校で取り組む

ようにしていきたいと思います。 

提言３はネット上のいじめ調査や対応についてです。今後の取組といたしましては、

現在６年生で実施しているメディアリテラシー教育を中学校２年生にも広げています。

中学校２年生に関しては、今年度は実施可能な学校のみとしますが、来年度から全校で

小学校６年生、中学校２年生を対象に実施いたします。 

また、学習用端末に関しては子どもたちが自殺サイトにアクセスをした場合に、それ

を見られないようにするとともに、見た子どもが誰かすぐ分かるように、教育委員会事

務局と各学校の管理職等にメールが届くシステムを準備しています。７月までには運

用を開始したいと思います。 
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さらにインターネット上のいじめ対応については、保護者の理解・協力が不可欠です。

そのため小学校・中学校 PTA連合会と連携し、ネット上のトラブルに関する保護者の

責任や対応、子どもの見守りシートについて周知するとともに、保護者対象のワークシ

ョップの実施を各校に促していきます。 

提言４については、長期不登校生徒についての原因調査に関してとなります。今後の

取組といたしましては、不登校全ケースに関してスクールソーシャルワーカーやスク

ールカウンセラーなどの専門家が必ず関われるようにします。また、長期休業前に実施

している気になる児童・生徒の状況把握を徹底し、いじめがあった子どもや不登校の子

どもについては毎週電話連絡等で様子を確認させるようにします。さらに月に一回、児

童・生徒の欠席日数について教育委員会に報告をしている個表システムを変更し、いじ

めに関するアンケートや相談できる大人についてのアンケート結果などを統合すると

ともに学校と教育委員会事務局がリアルタイムで確認できる仕組みを整備いたします。

これについては各校への周知が終わり次第６月中に実施します。 

提言５につきましては、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スク

ールロイヤーの配置や連携強化についてです。今後の取組といたしましては市独自の

相談員やスクールソーシャルワーカーを段階的に増員していきたいと考えております。 

また、不登校の子どもについては、学校だけでなく学校運営協議会にも報告し、対応

について協議することを徹底いたします。 

資料 1-2を御覧ください。学校が行う取組を整理しております。特に大切なことはい

じめ対応は形式的にならず、すべて法に基づいて対応しなければならないということ

です。そしていじめ対応の核となる学校いじめ対策委員会がすべてのいじめに関して

組織的に関わることです。さらに、学校は家庭と共にいじめの解消を図っていくことが

不可欠となります。 

この資料につきましては、小・中校長連絡会において、具体的な対応の仕方を全校長

に示す予定です。 

資料 1-1 にお戻りください。資料下段の教員が子どもと直接向き合う時間の確保に

関しては今後の取組として大きく７点を記載しております。詳細は資料 1-3 を御覧く

ださい。 

ここでは資料中段でいじめ対応のための時間の確保、つまり学校いじめ対策委員会

を確実に開催するため、また、いじめに関する記録の作成や情報共有を徹底して行うた

めの時間を確保する方策を示しております。また、資料下段では教員が子どもと直接向

き合う時間を確保する方策やいじめ対応をする教員への支援について示しております。 
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教育委員会事務局といたしましては、今回の事故が起こった後から教育委員会の協

議をもとにさまざまな施策を進めてまいりました。今回の提言を踏まえて教員一人ひ

とりが正しくいじめ対応を理解し、組織として対応できるように、そして学校が主体的

に責任を持っていじめ対応を図れるように指導、助言、支援を行い本市から二度と悲し

い思いをする子どもが出ないようにしていく所存です。 

以上で説明を終わります。 

○古川総合経営部長 ありがとうございました。教育委員会から今後の対応について、

お話をいただきました。 

それでは、市長からも、お話をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○石森市長 ただいま教育委員会としての、今後の再発防止に向けた取組の内容など

の、お話をいただきました。 

今回の提言を踏まえた取組は、間もなく夏休みを控えていることもありますので、す

ぐに着手できるものから、全力で進めていただきたい。また、教員が、これまで以上に

子どもたちと向き合えるようにしていくための人材確保などの施策については、これ

から具体的なところについて、互いに調整をしていけたらと考えております。 

また、コロナ禍や SNSの普及など、人と人との関わり方が変容し、子どもたちだけ

でなく大人も、親しい相手との会話や相談の機会が減り、孤立感や孤独感を抱きやすく

なっています。それだけに、子どもたちが安心して、思いや悩みを打ち明けられる大人

がいること、人と人のつながりがあるということが非常に重要です。こうしたことを、

改めて市民に周知していくとともに、「青少年問題協議会」を構成する地域の団体や関

係機関をはじめ、多くの皆様の御協力をいただきながら、地域で子どもを見守る環境づ

くりを、更に推進してまいりたいと考えています。そこで、今後、教育委員会や学校が、

取組を進めていくうえで、子どもたちや学校との関わり方など、保護者や地域の皆様に、

御理解や御協力をいただきたいことなどを、教育長からお聞きかせ願えますか。 

○古川総合経営部長 ありがとうございました。市長の御質問について、教育長、いか

がでしょうか。 

○安間教育長 この後の議題とも関係がございますが、本市の子どもたちは小学５年生

だから、６年生だから、中学１年生だからと区切れるものではないと改めて感じました。

継続して子どもたちを見守っていくこと、そのことが一番の根本になると思います。そ

して、子どもたちを見守る目は、多ければ多いほど良い。これも当然のことだと思いま

す。 
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また、付け加えるならば人間というのはどんなに自暴自棄になったとしても、この人

は私のことを分かってくれて理解してくれる、あの人がいるから私は頑張れる、そんな

人が一人でもいるならば決して大きな行動はとらないと思います。 

八王子市にはそのような存在となりうる可能性がある大人が大勢います。学校での

教育や家庭での教育、地域の中での取組、そういったものが一つの輪になっていく、し

かも切れ目なく、区切りなく、続いていくといったことが地域の皆様方とともに子ども

を見守る体制として、御協力をお願いしたい中身です。 

そういった意味で、今後の小・中学校の義務教育がどうあるべきか八王子市学校教育

基本原則の考え方をまとめています。 

○古川総合経営部長 ありがとうございました。では、次の議題に移ります。 

協議・調整事項の２、「あなたとつくるまち 八王子市の学校教育 基本原則について」

です。それでは、指導担当部長より説明をお願いします。 

○西山指導担当部長 それでは「あなたとつくるまち 八王子市の学校教育 基本原則」

について説明いたします。 

 資料の説明に入る前に、この時期にこの基本原則を策定した理由について説明いた

します。 

第１に、この原則は、「第３次八王子市教育振興基本計画ビジョンはちおうじの教育」

が基になっておりますが、この基本計画では学校教育において目指す子ども像が明確

になっておりません。一度どのような子どもをどのように育てるのかという基本に立

ち戻ることが必要だと考えたからです。 

第２に、これまで１１年間取り組んできた小中一貫教育の成果として、いずみの森義

務教育学校における具体的な子どもの姿が見られたからです。 

第３に、成果が明確になった分、未解決なことや今後の問題点及び今後必要な施策が

見えてきたからです。 

それでは資料の説明をいたします。資料上段中央を御覧ください。 

市立学校で目指す子ども像を「八王子市の未来を創る一人として、自信をもって前向

きにチャレンジできる子ども」とし、教育委員会として全ての学校でこのような子ども

を育てることといたしました。 

具体的には基礎・基本を身に付けている子ども、一人ひとりが大切にされ、自分・他

者の良さを自覚できる子ども、保護者や地域住民、他者と協力して課題解決できる子ど

もとし、「個別最適な学びによる基礎・基本の定着」、「地域の特色を活かした学び」の

２つを柱として取り組むことといたしました。このことは文部科学省から示されてい
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る令和の日本型学校教育にもつながっております。 

資料中段左を御覧ください。ここには、これまで取り組んだ小中一貫教育の成果と未

解決な課題を示しました。成果としましては、小学校１年生が中学生の姿を見て憧れを

もつ姿、中学生が小学生と関わることで自分の成長を感じている姿、小学校の担任が成

長した中学生に驚くとともに９年間という時間の流れや学校教育の素晴らしさを感じ

ている姿など、具体的な姿が見られました。 

また、いずみの森義務教育学校では子どもにとってこれまで関わった教員が身近に

おり、子どもと教員、教員同士の関わりが充実していることも分かりました。 

一方、未解決な課題としては大きく４点あり、小中一貫教育が日常的に行われていな

いことや、教員の意識が小・中学校それぞれで完結していることなどが見られます。 

このような課題を解決するためには、資料中段中央の矢印にあるような小中一貫教

育をさらに充実させる必要があります。 

特に中段右にあります個別最適な学びを実現し、９年間を切れ目なくつなぐこと、地

域の子どもは地域で育てる、関わりを作ることが重要です。 

一人一台配備された学習用端末の有効活用により、指導の個別化、学習の個別化を通

して、子どもたちが主体的に学習に取り組むことで発展的な学習にも挑戦できる教育

課程を編成します。 

また、中学生による小学生への補習、小学校教員による中学生の補習、中学校教員に

よる小学校での授業の実施などにより子どもの基礎・基本の定着を図ることもできる

と考えております。 

地域の子どもを地域で育てるためには、「地域を、地域で、地域とともに学ぶ」こと

をキーワードとし、子どもによる地域行事への参加、地域の方々による子どもたちへの

学習の支援などがあります。 

小中一貫教育の充実を図るための方法としては、資料にありますように小・中学校を

超えて学年を遡った学習や地域運営学校の特性を生かした取組、学校コーディネータ

ーの活用による地域教材の開発などが有効と考えています。 

しかし、資料下段左にありますような３つの問題点があります。特に小学校と中学校

の学区域の不一致により、小学校の子どもたちが別々の中学校に進学することが大き

な問題です。 

そこで、この問題を解決するために資料下段右にありますように「全校を小中一貫

校・義務教育学校」にすること、「地域特性を踏まえた学区の再編」を行うことを教育

委員会の重要な施策として学校や地域とともに取り組んでまいります。 
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この基本原則を基にして、常にここに立ち戻り、これからの八王子の学校教育を充実

してまいります。以上で説明を終わります。 

○古川総合経営部長 ありがとうございました。それでは、教育委員の皆様から、本件

に関しまして、御意見を頂戴したいと思います。 

はじめに、笠原委員、お願いいたします。 

○笠原委員 今回八王子市の学校教育基本原則として、「自信を持って前向きにチャレ

ンジできる子ども」ということが掲げられております。これについては子どもの心が発

達していくものであるわけですけれども、自信を持って前向きにチャレンジできるよ

うになるためには、その子どもの心の発達が支えられ、その子が持っている力を最大限

に発揮できるということが重要になってくると思っています。 

やはり子どもたちは発達の過程の中で、当然ですけれども躓くことも沢山あります。

悩むこともあります。 

先ほどの大変辛いケースも実際にあるわけで、その子どもたちが躓いたときに、でき

る限り子どもが一人で悩むのではなく、大人たちが見守る力があること、ということが

とても大事です。 

そのために９年間を見通せるということは、もともとこの子がどんな子だったのだ

ろうかを知っているということは、子どもが躓いたときに、それを理解するためにとて

も強みになります。 

もともとすごく元気な子が躓いているのか、もともと少し引っ込み思案な子であっ

たとか、少し運動が苦手であったということを知っている大人達が大勢いて、その子が

躓いたときに助けられるとしたら、その気づきはより早く、より的確なものになると思

います。 

さらに、その躓きがあることがいけないのではなくて、それに対してどうしたらよい

か、この子には何が必要なのかということもつながります。もちろん躓かずに力いっぱ

い９年間を駆け抜ける子どももいるでしょう。それを私たちが見ることは何よりも喜

びですけれども、その子がもともと持っていた力を知っている大人たちがそばにいれ

ばいるほど、その子の力は強く引き出せると確信します。 

そして、上手くいかなかった子どもたちに、それでも成功体験につなげていける、そ

れを乗り越えるということを経験してほしいわけですが、私がよく相談にのる先生の

中には、「小学校６年生で学校に行けてない。なんとか６年生のうちに行かせてあげた

い。卒業までにどうしたらいいだろう。」とおっしゃる先生もいらっしゃいます。しか

し、私としては、あと３年あるじゃないかと思えてしまう。今の卒業というタイミング
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が来てしまうと見届けられないので非常に大人の方も焦りますし、子どもの方もどう

したらいいかなということになる。けれども９年間を見通す力があればそこで、もし６

年生までに解決できない問題があっても、あと３年間も大人が見守ることができるこ

とを示してあげることができます。 

そうやって成功体験につないでいくことができたならば、それが自信を持って前向

きにチャレンジする力に、まさしくこれを育む原動力になっていくと思います。９年間

が、もちろん勉強する、知識を身につける、色んな経験をすることにもなるわけですけ

れども、何かあった時に、解決するために役立つ力強い時間としてそこに与えられるの

ではないかと考えております。 

○古川総合経営部長 ありがとうございました。次に、柴田委員、お願いいたします。 

○柴田委員 八王子市の学校教育基本原則では、今後はより一層、小中一貫教育を充実

させていく方針がここで強くうたわれております。小・中学校の９年間切れ目なくつな

ぐということと地域の子どもを地域で育てるという認識をより一層住民の方たちと共

有した上で進めていく必要があると思います。 

この中学校区内の学校が、校舎は一体ではないが、例えば学校運営協議会の委員の人

選を各地域から満遍なく行うなど、地域を網羅するような形でコミュニティスクール、

中学校区を基本として運営し、中学校区内の小学校との連携を進めていく必要がある

と思います。 

中学校区で学校を核とした地域づくりスクールコミュニティを進めていくうえで、

中学校区の学校運営協議会のような協議体がソーシャルデザインセンターのような役

割を担うような、そうした姿が理想的だと考えます。そのためには、学校のあり方の認

識を抜本的に変える必要があるのではないかと思います。 

従来学校というのは児童や生徒と教員が中心となって活動する場でありますけれど

も、学校という場を、子どもたちが平日の日中過ごす部門、放課後の子どもの居場所と

しての機能をもつ部門、もう一つが地域の人たちの「学びの施設」あるいは「防災の拠

点」となる部門といった３つの領域として考えるように住民全体の認識を変えていく

必要があると考えます。 

中学生が小学生の行事がある際に、ファシリテーターの役割を担うといったことや、

従来行われている中学生ミーティングのようなイベントに小学生も参加して、中学生

が小学生の議論を引っ張っていけるような役割を担うといったことを今後一層進めて

いく上で、さらにそういったことを教育課程の中で行うのではなく、先ほどの３つ目の

機能である地域づくりの一環として、教員ではなく地域の方たちが主導で行っていく
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ようにするなど、また、その機能の中に防災教育やキャリア教育を移行していくなど、

抜本的な認識の変容が求められると思います。 

そのような構想の鍵を握る存在は、コーディネーターだと思います。コーディネータ

ーの役割が大きく、属人的なやり方ではなく、今いるコーディネーターはＰＴＡ活動に

熱心な女性が多い、我が子が卒業しても残ってＰＴＡのＯＢ、ＯＧとして活躍されてい

る。その間にさまざまな学びを体験して名コーディネーターのような存在になってい

る。そのような例が多く見受けられます。 

ただ、現在は女性の社会進出が進んでおりまして、専業主婦の割合が少なくなってお

りますので、そういった貴重な人材が今後少なくなっていくと思います。 

今いるコーディネーターに活躍していただく一方で、中長期的に、意識的にコーディ

ネーターを地域の中で育てるような施策が必要なのではないかと考えます。 

○古川総合経営部長 ありがとうございました。次に、伊東委員、お願いいたします。 

○伊東委員 これからの学校教育で掲げられております理念は、もっともだと思いま

すし、その理念を実現するために黄色い矢印にあります小中一貫教育をさらに進めて

いく、このこと自体は新しいこれからの学校の方向性として良いと思っていますけれ

ども、理念と方法論であるところの小中一貫教育を進めていく、義務教育学校をさらに

設置していくことについての因果関係、つながりをもう少し具体的に明らかにしてい

く必要があると思います。 

つまり、小中一貫教育を行うことで子どもの学びはどう変わっていくのか、何がメリ

ットで何が課題なのか、転校転入する子どもに何か影響があるのかどうか、複雑化・多

様化する課題を抱えている子どもたちに対して小中一貫教育を行うことによって、こ

れまでの教育よりも良いケアができるのかどうか、こういったことを私たちが共通理

解し目標やビジョンを明確にしていくことが必要である。 

実際の現場での指導を担っていく教員がそのことを理解していなければ小中一貫教

育を今よりもさらに充実していくことはなかなか難しいと思っています。 

特に教員の問題で言えば、八王子市が設置している小・中学校を特色ある学校にして

いくわけですけれども、そこで勤務する先生方は東京都教育委員会が採用して配置す

る都費負担教職員である。いろいろな地区で勤務していて、八王子市での勤務後、また

どこか他地区に行ってしまう。そういった中で、八王子で勤務していただく先生方に、

八王子市の理念やビジョンについて、どのように意識を持ってもらうか。研修や意識改

革、本市の教員としてのアイデンティティを育んでいただく取組が必要だと思います。 

そういった一つの方法として、ＩＣＴを活用したオンライン研修やｅラーニング、転
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入教員のさまざまなオリエンテーションといったものを継続的にやっていただいて、

本市の教育活動はこうなのだ、こういった特徴があるのだ、小中一貫教育をすることに

よってこれだけの成果が今までにあって、さらにこのような取組をすることによって、

さらに子どもたちの成長・発達が期待できるということを共通意識として持っていく

ことが重要かと思います。 

併せて地域の方々の学校教育への参画ということも極めて重要で、そもそも八王子

市は全校コミュニティスクール化をしていますが、新しい学習指導要領で求められて

いる「社会に開かれた教育課程の編成」という意味では、学校運営協議会の参画という

のはどこまで進んでいるのか。この辺りをもう少し進めていただいて積極的に地域の

方々が学校教育の中に入って行く道筋をつけることをしていかなければならない。 

例えば学校行事を中心とする特別活動や外部人材を登用して授業を行っていくかと

いうカリキュラムマネジメントのようなものに関わる教育課程の編成に関しては、ぜ

ひ地域の方々の御意見をいただきながら教育課程を編成する。 

そういったことを通して地域の学校としての共同体的な意識の醸成というものを図

っていくことが必要だと思います。 

小中一貫教育におけるメリットデメリット、今後の方向性についての共通理解・共通

認識が重要であると思います。 

○古川総合経営部長 ありがとうございました。次に、川島委員、お願いいたします。 

○川島委員 私もこの９年間切れ目なくつなぐという教育方針は非常に大切だと思っ

ています。大きく分ければ、効果として学習面、人との関わりの面が非常に大きいこと

だと思います。 

例えば学習面ですが、私の子どもの友人などを見ていますと中学校に上がって勉強

の面でついて行きづらくなると、特にいじめとかではないのですが、学校に来なくなっ

てしまう、来づらくなってしまう。そういうことは子ども同士での相談は難しいと思い

ます。 

そうなったときに、この９年間は小学校の先生が身近にいる、見てくれているという

認識があると、その先生には相談しやすいと思います。そういうところで学習面でのフ

ォローアップができる可能性があります。さらに、不登校にならずに済む可能性もある

というところが非常に大きな側面だと思います。 

あとは人との関わりでは学校規模にもよりますが、現在は人間関係をリセットしづ

らい環境であるとか、他に行きづらいような地域も多々あろうかと思います。小さい頃

からずっと見ている先生であれば、あの子とあの子はそりが合わないというところを
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承知していて、中学校の先生に助言することは十分に可能だと思いますので、ここは効

果が大きいと思います。 

また、資料にもありますけれども柔軟に学年区分を設定するというところです。僕も

実際に子どもがこういうことを承知していると、乗り遅れた感を子どもが覚えないで

済むのではないかと思いますので、そういったことを教えてあげたい。 

小さいお子さんにとっては、近い将来の自分像が具体的に目の前にあって、例えば１

年生、２年生が５年生や６年生を見て、あと何年かしたら自分で出来るのだなと、中学

生を見て何年かしたらああなれるのかなって、自分をイメージしやすいというそうい

うメリットも非常に大きいと思っています。 

ただ問題点ですが、平成 23年度から小中一貫校を推進していますけれども、本当に

機能しているところが少ないのが現状であると思っています。その問題点として、学区

域の不一致ということが大きいかと思います。 

中学校側から考えれば、小学校の生徒が全員自分の中学へ進学するのではなく、どこ

へ進学するのかわからない状況では心情的には他人ごとになってしまうのは否めない

所だと思います。 

それを、中学校区を基準に小学校区を決めていき、ここの小学校は基本的にはこの中

学校に行くのだということを決めておくことにより、中学校側もここの小学校の子ど

もたちが自分のところに来るとのだという意識が高まっていくと思います。 

現在八王子市では、長期ビジョンを策定する中で中学校区ごとのワークショップを

進めているということで、そこのところとも合致していくと思います。 

一方で大人ですが、いろいろな団体があり、例えば、青少年対策地区委員会は中学校

区を基準にしていますけれども、現状ですと、Ａ小学校は中学校の進学先が３か所あっ

た場合、３か所分の青少年対策地区委員会と関わりを持つことになります。これが実際

にはウェイト的に難しいのです。 

このように大人の関わり方にも大きく影響してくる事ですので、子どもたちのコミ

ュニティが今後中学校区を中心に進んでいくとなると大人のコミュニティも中学校区

に進む、さらには町会などに関しても中学校区を中心とした形で進めていただけると

いいかなと思います。 

大人のコミュニティと子どものコミュニティが全然違う方法や場所で活動している

と子どもたちにとってはイメージしにくくなると思います。逆にそこがきれいに一致

してくると、地域で育てるということが、きれいごとではなくて本当に自分の所にスト

ンと落ちてくると思います。大変な作業だと思いますが、そこのところはしっかりと見
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直してもらいたい。 

今の学区というのは何十年も前に決められたことなので、現状とは道路事情とか歩

道の状況などが違っている場所があると思います。当時は通学路として設定できなか

ったけれども今は十分安全な道路があるので通学路として使用できるところが多々あ

ると思いますので、そこも含めて進めていかなければならないと思っています。 

○古川総合経営部長 ありがとうございました。 

それでは、教育長、総括しての御意見はございますか。 

○安間教育長 今回このタイミングでこの原理原則を作ったというのは、改めて我々が

目指さなければならない教育というのは何なのかということを確認するという目的も

ございます。私は、現代の教育の絶対的な本質は、「一人ひとりが違うという認識」だ

と思っています。 

例えば勉強の際に必要になる抽象概念これは本当に個人差があります。小学校５年

生だからこの程度という杓子定規な理解ということはない。 

また一方で、生活面で他者への依存度、これも何年生だからこう、中学生だからと当

てはまるものではありません。要は一律に何歳の時はこうであると決めつけられるも

のではない。 

我々に与えられた時間というのは現行法では義務教育の期間です。この間に何がで

きるか、一人ひとりに自分自身に対する揺るぎない自信、そして他の人を信頼するとい

うその信頼感、これだけを持たせて送り出してあげたいとするならば、一人ひとり違う

子どもの発達段階に合わせていかなければならない。それは本当の原理原則であると

思います。 

先ほどもシステム上の方法論としての小中一貫教育についてメリットやデメリット

という話がございましたけれども、それはあくまでも方法論のメリットやデメリット

でございまして、子どもたちが一人ひとり違うという原則に基づいて対応することに

ついて、デメリットは一切ないと思っています。 

例えば学力について、我々に与えられている義務教育の期間終了時には当然できて

いなければいけないこと、「これについては、もう中学 3年生なのだからこのことはや

らなければならないよ」と言って押し付けるのではなく、たとえ立ち戻ってでも教えて

いかなければならない。これを「そういう風に決まっているのだから小学校の間で全部

やればいいじゃないか」と簡単に言ってしまった結果が今、九九ができないで一生懸命

教わっている高校生がいるという現実となっています。 

やはり我々はそこについては真摯に受け止めなければならないと思います。 
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また子どもの生活の問題、特に強調したいのが思春期の心と体の問題です。これに関

する個人差というのはものすごくあります。一律で「もう中学生だからこう」、「小学校

４年生だからまだこれは……」と教えられるものではないということは、私たち人間と

して生きていると当然の事だと理解できるのではないでしょうか。 

その時に切れ目なく指導するための支援を行うなら、これまでずっと思春期の指導

をしてきて、そういった問題についても指導力のある中学校の教員が、発達の早い小学

校４年生に対応をしていく。こういった事が大変子どもにとって有効なことだなと思

います。 

また同時に逆もあり、小学校の頃は親切丁寧に具体例を教えてあげることができま

す。「中学校になるとこれぐらい当たり前だろ、円柱の体積求めるには３分の１掛けれ

ばそれでいいじゃないか」という話なのですが、なぜ３分の１なのかで躓く子がいるの

です。その時に小学校の先生が大変丁寧な教え方をします。 

以上申しあげたような具体的な事が、本市が小中一貫教育を推進する理由だと思っ

ています。 

また同時に地域コミュニティという面でも小中一貫教育は子どもたちの生活基盤で

ある中学校区の中での核家族化、少子高齢化、地域コミュニティの希薄化、この解決へ

の切り札となると思っています。 

したがって、この原理原則に基づくと、コミュニティごとに最低一つの学校が必要不

可欠だと思っています。地理的な条件によって一つの場所に集約できないならば校舎

分離型の小中一貫教育を工夫して実施する、集約できるのであれば校舎一体型の小中

一貫教育を行っていくべきであると思っています。 

これはソフトとして義務教育学校という言葉が出ておりますけれども、私は今申し

あげたハードが一体型の場合を義務教育学校と呼ぶのであって、一体型であろうと分

離型であろうと八王子市は小中一貫教育を行っていく。これが原理原則であると考え

ているわけであります。 

いずれにせよ大人の論理で勝手に区切りをつけるのではなく、一人の市民として、自

分のペースで成長していく八王子の子どもを一人も取り残すことなく見守っていく、

そのような教育を実現したいと考えているところでございます。 

○古川総合経営部長 ありがとうございました。 

それでは市長いかがでしょうか。 

○石森市長 ただいま教育委員会が策定した「八王子市の学校教育 基本原則」につい

て、教育委員の皆様から、それぞれ御意見をお聴かせいただきました。 
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コロナ禍の中、「八王子市版ＧＩＧＡスクール構想」によるＩＣＴを活用した教育の

実施など、さまざまな創意工夫をして、これからの新しい教育に取り組まれているもの

と承知しております。 

今回、この基本原則を定められたことで、この理念のもと、小学校・中学校を通じて

切れ目ない一貫した教育活動や、地域の特色を生かした教育活動を実践されて、八王子

の子どもたちの「生きる力」を大いに育んでいただきたいと期待しています。 

本日はこの後、これからのまちづくりに向けて進めている、「長期ビジョン策定」と

「地域づくり推進事業」について、未来デザイン室から報告いたします。 

子どもたちが夢と希望を持てるまち、そして、地域づくりの推進による地域共生社会

の実現に向けて、教育委員の皆様とも、連携して進めていきたいと考えております。引

き続き、御協力をお願いします。 

○古川総合経営部長 ありがとうございました。 

では次に報告事項に移ります。報告事項の１、「長期ビジョン策定及び地域づくり推

進事業の進捗状況について」です。 

未来デザイン室長より、報告をお願いします。 

〇今川未来デザイン室長  それでは長期ビジョン策定及び地域づくり推進事業の進捗状

況について説明します。資料 3-1を御覧ください。まず長期ビジョンの策定についてで

す。「１ 長期ビジョンの概要」ですが、本市の基本構想・基本計画である「八王子ビジ

ョン２０２２」の基本計画部分が令和４年度に計画期間を終えるため、新たな基本計画

として「長期ビジョン」を策定します。 

本市の基本計画は基本理念である「人とひと、人と自然が響き合い、みんなで幸せを

紡ぐまち八王子」を実現するための６つの都市像を実現する施策展開等を定めており、

そのうち第３編は教育等に関する総合的な施策の方針である「八王子市総合教育大綱」

としても位置付けております。 

次に「２ 策定における３つの視点」です。 

劇的に変化し続けている社会経済状況の中で、現在は未来を予測することが困難な

時代であり、人口減少や人口構造の変化など長期的な視点をもって取り組んでいかな

ければならない課題も多くあります。 

そこでこれまでの１０年という期間ではなく、次の時代を意識した長期のビジョン

を、この後説明する地域づくり推進事業との連携を図る中で、より多くの市民の皆様の

意見をいただきながら、八王子の未来のありたい姿として策定をしていきたいと考え

ています。 
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今回その姿を展望する２０４０年は、現在の小学生・中学生が社会の中で中心となっ

て活躍している時代となります。そこで、策定にあたっては、「３ 夢と希望がかなうま

ちに向けて」にありますように、高校生・大学生のワークショップを始め、小学生・中

学生にはアンケート調査の概要のとおり、学習用端末を活用したアンケートを実施し、

子どもたちの未来への想いを計画に反映してまいります。 

既に実施した高校生・大学生のワークショップでは、孤立しないための交流や、居場

所のある未来の姿、また都会と田舎の両面の魅力を持つ本市で、地域の中で楽しく生き

がいを持って暮らしていく姿、こちらの実現等の意見をいただきました。 

次に資料 3-2を御覧ください。 

まず、「１ 地域づくり推進事業の概要」です。 

地域が主体的に地域課題などを把握し、魅力の発信や課題を解決していく仕組みを

構築する地域づくりに取り組んでいます。令和２年３月には地域づくりの基本的な考

え方や取組方法などを示す基本方針を策定しており、顔の見える関係性を作りやすい

中学校区を基礎単位にコミュニティのプラットホームとして、地域活動団体や地域住

民で構成する地域づくり推進会議の設置等を目指しているところです。 

次に「２ 地域づくり推進事業の取組」です。３７中学校区においてワークショップ

を開催するほか、今後、地域づくり推進会議を設置します。また、地域の歴史や統計デ

ータなどの情報を整理した地域カルテ、地域課題の解決に向けた行動計画となる「地域

別推進計画」を策定します。 

続きまして「３ 中学校区別ワークショップ」の実施状況です。 

各中学校区において全２回開催を予定しており、町会自治会を始めとした地域の担

い手となっている方や小中学校ＰＴＡの方に参加していただいています。ワークショ

ップでは、２０４０年の地域のありたい姿や、その実現に向けた課題をテーマに活発な

議論が行われ、開かれた学校を地域の活動拠点としつつ、子どもと地域住民の更なる交

流や地域で子どもを育てる姿等の意見をいただいたところです。 

「４ 地域づくりと学校の関わり」です。地域づくりでは多様な市民の方々に参加し

てもらい、地域共生社会の実現にもつながるコミュニティにおけるプラットホームを

構築しながら、学校と連携し、地域から求められている高齢者の生きがいづくり、社会

参加機会の拡大のほか、学校で必要としている地域人材の確保、子どもの安全や居場所

づくり等、子どもが健やかに育つ環境づくりにも連携して取り組んでまいります。 

最後に資料 3-3「長期ビジョンの策定体制及びスケジュール」です。 

長期ビジョンの策定は冒頭説明しましたとおり、地域づくりと連携しワークショッ
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プやアンケート調査により市民の皆様の御意見をいただきながら策定していきます。 

また、庁内には若手職員５３名によるプロジェクト「八王子未来CAN
キ ャ ン

-
－

VAS
バ ス

」を設置

し、若手ならではの大胆な発想を取り入れながら次代を担う子どもたちが夢と希望を

持てる長期ビジョンを策定していきます。 

○古川総合経営部長 ありがとうございました。 

続きまして、報告事項の２「市内教育・保育施設における誤嚥事故の重大事故検証結

果からの提言に対する市の取組について」です。 

子ども家庭部長より、報告をお願いします。 

○小俣子ども家庭部長 資料 4を御覧ください。令和２年９月に、市内の私立幼稚園型認

定こども園で発生しました在園児の誤嚥による死亡事故を受けまして、八王子市社会

福祉審議会児童福祉専門分科会重大事故検証部会を開催し、事故の検証と再発防止策

の検討を行いました。その検証結果から市に対し提言されたことにつきまして、市の取

組状況と今後の対応について報告します。 

報告の内容（１）検証部会からの提言内容及び今後の市の取組です。 

表の左側は「検証部会からの提言内容」です。右側は８月中を目途に市が取り組む内

容となります。 

まず上段についてですが、提言の中で示されております施設の安全を目的とした「幼

児教育・保育施設ガイドライン」については、今まで市として統一的なものがなかった

ことから、公設公営保育園で運用している施設の安全を目的とした危機管理マニュア

ルを基に、提言にあるような幼児教育・保育施設ガイドラインとして安全に特化した危

機管理マニュアルを策定し、各園に配布し活用していただくことで事故防止を図って

いきます。なお、策定にあたっては幼稚園協会、保育園協会を通じて公設公営保育園の

危機管理マニュアルを４月に配布し検討いただき、その意見集約が終わったところで

す。現在、その結果に基づき内容の見直しを行っており、７月には案を示して８月中に

は全園に配布する予定です。 

続きまして中段の提言です。幼児教育・保育施設ガイドラインに基づく研修について

は、先に述べました危機管理マニュアルの内容を基に食の安全、特に誤嚥について職域、

職種別の研修を７月中に実施するため準備しています。研修には食の安全に関する専

門家である栄養士や医師等を招いて行うよう人選を進めているところです。 

また、食の安全を含めた研修についても幼児教育・保育センターの事業の中で幼児教

育・保育に関する全体の研修の中に位置づけ、系統的に受講することで事故防止を図っ

ていきます。 
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家庭への啓発については生涯学習の「いえいく」と連携しまして、保護者市民向けに

講習会等を実施する予定です。 

続きまして下段の再発防止の取組についてです。毎年９月を「子どもの安全と安心の

ための事故防止取組月間」として定め、再発防止の継続的な取組を実施するために、現

在、幼児教育・保育施設等の関係機関と調整をしながら、実施方法を含めて検討を行っ

ているところです。 

報告の内容（２）令和３年度（2021年度）末までに対応をするものについてです。 

アの施設の状況を確認する方法につきましては、認可基準等の遵守状況を確認する

ための、例えばチェックリストを用いた確認方法等について福祉部指導監査課と検討

を行っているところです。 

最後に市では事故防止策や食の安全を含めた総合的な基準となる本市独自の幼児教

育・保育の質のガイドラインを作成しているところです。これは幼児教育・保育の現場

で起こる事例を示し、理論と実践を結びつけることで安全・安心の質の高い教育保育を

図ります。具体的な内容としては、保育士等の援助方法と心構え、保育の評価、保育の

内容等をまとめていく予定です。 

○古川総合経営部長 ありがとうございました。 

その他、皆様から、ございますか。 

 

次回の総合教育会議は、令和３年１０月２７日（水）午後１時３０分からを予定して

います。詳細は後日お知らせします。 

それでは、本日の総合教育会議は終了となります。本日はありがとうございました。 

 

【午後２時５０分閉会】 

 


